
報告第４号 

 

令和７年度嘉島町簡易水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

地方公営企業法第２６条第３項の規定により、令和７年度嘉島町簡易水道事業

会計予算繰越計算書について、次のように報告します。 

 

令和８年６月９日提出 

            

                   嘉島町長 鍋田 平    

 



円

修理部品が受注
生産となり、納
入に不測の期間
を要したため

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

円 円

水道事業費用 営業費用
東部配水場
修繕事業

1,315,000 106,000 1,209,000 1,209,000

円 円 円 円 円

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限

度額

説 明
国庫補助金 企 業 債 そ の 他

款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務発生

額
翌年度繰越

額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

事 業 名
国庫補助金 企 業 債

（単位：円）

そ の 他
款 項 予算計上額 支払義務発生額 翌年度繰越額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

令 和 ７ 年 度 嘉 島 町 簡 易 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限

度額

説 明

7,478,000 14900000 0
土地区画整理事
業との調整

円

0

円円

1 資本的支出 1 建設改良費 簡易水道施設整備事業 2,622,000516,000 25,000,00025,516,000

円 円 円 円 円


